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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年6月4日(2009.6.4)

【公表番号】特表2008-534209(P2008-534209A)
【公表日】平成20年8月28日(2008.8.28)
【年通号数】公開・登録公報2008-034
【出願番号】特願2008-504859(P2008-504859)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  11/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｊ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ  11/06    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月6日(2009.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸入器により計量分配される薬剤の複数回投与分を有するか、または、受け入れること
ができる吸入装置であって、さらに、
　作動機構を含み、この作動機構は装置が一回投与分の薬剤を計量分配することを可能に
するため使用者に操作されなければならず、該作動機構が、吸入装置を作動させる相互作
用に必要な少なくとも２つの構成要素を含んでおり、
　カム作用によって行われる作動機構の２つの構成要素の解放を生じさせることによって
一回投与分の薬剤を計量分配することを少なくとも一時的に阻止する阻止手段を含み、こ
こで該２つの構成要素が相対的な移動を行い、そして、構成要素の一方にあるカム・フォ
ロワが、構成要素が係合する第１の位置から構成要素が解放される第２の位置まで動かさ
れ、ここで該解放が、吸入器が作動するための相互作用に必要な２つの構成要素の物理的
な分離を含み、さらに、
　先に計量分配された投与分の薬剤の吸入を検出する検出手段を含み、それによって、検
出手段が先に計量分配された投与分の薬剤吸入を検出した場合、検出手段が阻止手段を解
放し、装置がさらなる投与分の薬剤を計量分配するのを可能にする、
上記吸入装置。
【請求項２】
　作動機構が手動操作可能な作動手段を含む、請求項１に記載の吸入装置。
【請求項３】
　手動操作可能な作動手段がねじり作用要素を含む、請求項２に記載の吸入装置。
【請求項４】
　阻止手段が作動機構に作用する、および／または、作動機構と連動する、請求項２また
は請求項３に記載の吸入装置。
【請求項５】
　作動機構の初期動作で吸入装置を起動させて一回投与分の薬剤を計量分配するか、また
は、一回投与分の薬剤の計量分配を可能にするが、作動機構のさらなる移動または作動が
阻止手段を作動させて、さらなる投与分を計量分配することを少なくとも一時的に阻止す
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る、請求項４に記載の吸入装置。
【請求項６】
　作動機構の初期動作およびさらなる移動が、同じ方向における異なった移動程度を表し
ている、請求項５に記載の吸入装置。
【請求項７】
　初期動作が、第１の方向における移動であり、さらなる運動が、初期動作の方向と逆の
方向における戻り移動である、請求項５に記載の吸入装置。
【請求項８】
　２つの構成要素の相対的な移動が、吸入器の使用者によって手動で行われる、請求項１
に記載の吸入装置。
【請求項９】
　検出手段が圧力センサを含む、請求項１～８のうちいずれか１つに記載の吸入装置。
【請求項１０】
　圧力センサが、マイクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）圧力センサである、請求項９に
記載の吸入装置。
【請求項１１】
　圧力センサが、４０～６０ミリバールの圧力低下に応答する、請求項９または請求項１
０に記載の吸入装置。
【請求項１２】
　圧力センサが、圧力変化の持続時間に応答する、請求項９～１１のうちいずれか１つに
記載の吸入装置。
【請求項１３】
　検出手段が、所定時間にわたって残存する所定の大きさの圧力低下にのみ応答する、請
求項９～１２のうちいずれか１つに記載の吸入装置。
【請求項１４】
　圧力低下の所定の大きさが、４０～６０ミリバールであり、所定の時間が、少なくとも
１秒である、請求項１３に記載の吸入装置。
【請求項１５】
　検出手段が、投与分の薬剤が使用者によってそれを通して吸入される出口またはマウス
ピースに、または、その近傍に設けてある、請求項１～１４のうちいずれか１つに記載の
吸入装置。
【請求項１６】
　１つまたはそれ以上の信号処理手段を含む、請求項１～１５のうちいずれか１つに記載
の吸入装置。
【請求項１７】
　信号処理手段が、マイクロプロセッサと、検出手段から出力された信号を増幅する増幅
器と、信号フィルタ手段の１つまたはそれ以上を含む、請求項１６に記載の吸入装置。
【請求項１８】
　吸入装置が、電力の供給に依存しない純粋に機械的な手段によって解放状態に保持され
る作動機構を含む、請求項１～１７のうちいずれか１つに記載の吸入装置。
【請求項１９】
　機械的手段が、作動機構の構成要素が解放されたときに係合し、ラッチが解放されるま
で解放状態に構成要素を保持するラッチ機構を包含する、請求項１８に記載の吸入装置。
【請求項２０】
　作動機構の１つの構成要素に弾性戻り止めが形成してあり、これらの弾性戻り止めが、
その構成要素を、第１の構成要素が通常係合する別の構成要素から離れた位置に保持する
ようになっており、次いで、解放されて２つの構成要素の再係合を可能にする、請求項１
９に記載の吸入装置。
【請求項２１】
　戻り止めの解放が電気機械手段によって行われる、請求項２０に記載の吸入装置。
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【請求項２２】
　乾燥粉末吸入器である、請求項１～２１のうちいずれか１つに記載の吸入装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　これらの条件が共に満たされたならば、シャトル２６は解放される。これを達成する機
構が図９に示してある。形状記憶合金（特に、Nitinolとして知られているニッケル／チ
タン合金）のワイヤループ５０が、ラッチ４６およびシャトル２６に一体形成した一対の
直立部４８まわりにまたはそれらを通して設けてある。室温では、ワイヤループ５０は、
いわゆるマルテンサイト位相状態にあるが、電流を印加したときに、この金属は、転移温
度になり、オーステナイト位相に位相変化する。この位相変化は、ワイヤループ５０の長
さの短縮を伴い、ワイヤループ５０が収縮し、それ故、ラッチ４６をスロット４７との係
合から引き離す。したがって、一回投与分の薬剤がリザーバ１４から計量分配された後、
ＰＣＢ３０は、吸入が発生したことを確認するために圧力センサ３２からの信号を待ち、
そして、シャトル・キャリア２２がその第１／停止位置へ戻っていることを確認するため
にキャリア位置センサ３４からの信号を待つ。両方の信号を受け取った場合、ＰＣＢ３０
は電流をワイヤループ５０に供給させる。ワイヤループ５０は、収縮し、ラッチ４６を内
方へ引っ張り、スロット４７からラッチ４６を解放する。次いで、シャトル２６がばね２
４の作用の下にバレル１０との係合に戻る。次に、シャトル２６および駆動ピン２８がそ
れらの初期位置に戻る（すなわち、図４、５、６、７に示すように移動する）。
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